
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で

社
会
貢
献
し
ま
せ
ん
か

　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
は
高
齢
者

が
培
っ
て
き
た
能
力
や
知
識
を
社
会
貢

献
の
た
め
発
揮
で
き
る
場
で
す
。
現
在

約
40
名
の
会
員
が
在
籍
し
て
い
ま
す
。

※�

地
域
の
高
齢
者
が
自
ら
設
置
・
運
営

を
行
う
自
主
活
動
団
体
で
す
。

【
対
象
者
】

　
お
お
む
ね
60
歳
以
上
で
、
運
営
の
主

旨
に
賛
同
い
た
だ
け
る
方

【
年
会
費
】

　

１
，
２
０
０
円

【
報
酬（
配
分
金
）等
】

　
活
動（
労
働
）に
応
じ
て
定
期
に
支
給

【
活
動
時
間
】

　
午
前
中
の
み

【
作
業
例
】

　
草
刈
り
、
庭
木
の
剪
定
、
清
掃
、
家

屋
の
片
付
け
、
家
事
支
援　
等

※�

怪
我
は
、
シ
ル
バ
ー
保
険
等
で
対
応

し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
】

　
明
日
香
村
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

事
務
局
（
中
央
公
民
館
内
）

　
☎
５
４
‒
５
５
７
０

　
（
明
日
香
村
大
字
川
原
９
１
‒
１
）

農
業
委
員
・

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

の
募
集

　

７
月
に
迎
え
る
任
期
満
了
に
伴
い
、

農
業
委
員
お
よ
び
農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
を
、
地
域
推
薦
と
公
募
に
よ
り

募
集
し
ま
す
。

①
農
業
委
員

・
募
集
人
数
：
14
人

・�
任
期
：
令
和
８
年
７
月
20
日
～
令
和

11
年
７
月
19
日

②
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

・
募
集
人
数
：
６
人

・�

任
期
：
農
業
委
員
会
が
委
嘱
し
た
日

（
令
和
８
年
７
月
予
定
）
～
令
和
11

年
７
月
19
日

【
募
集
期
間
】

　

３
月
３
日（
火
）～
30
日（
月
）

【
推
薦
・
応
募
方
法
等
】

　
所
定
の
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、
左
記
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　
明
日
香
産
業
課

　
☎
５
４
‒
９
０
２
０

▲詳しくは
　こちら

自
衛
官
等
の
募
集

■
幹
部
候
補
生

　
陸
海
空
の
幹
部
自
衛
官
の
養
成
制
度

【
資
格
】

・
一
般
（
大
卒
程
度
試
験
）

　
22
歳
以
上
26
歳
未
満

※�

20
歳
以
上
22
歳
未
満
は
大
卒
（
見
込

含
む
）、
28
歳
未
満
は
修
士
課
程
修

了
者
等
（
見
込
含
む
）

・
一
般
（
院
卒
者
試
験
）

　

修
士
課
程
修
了
者
等
（
見
込
含
む
）

で
、
20
歳
以
上
28
歳
未
満

【
受
付
】

　

３
月
１
日（
日
）～
４
月
３
日（
金
）

【
一
次
試
験
日
】

　

４
月
11
日（
土
）・
12
日（
日
）

　
（
12
日
は
海
・
空
飛
行
要
員
の
み
）

※�

歯
科
・
薬
剤
科
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
幹
部
候
補
曹

　
当
初
士
長
で
入
隊
後
５
年
で
幹
部
自

衛
官
に
な
る
者
の
養
成
制
度

【
資
格
】
20
歳
以
上
33
歳
未
満

【
第
１
回
受
付
】

　

３
月
１
日（
日
）～
４
月
３
日（
金
）

【
第
１
回
一
次
試
験
日
】

　

４
月
11
日（
土
）

■
一
般
曹
候
補
生

　
部
隊
の
中
核
で
あ
る
曹
養
成
コ
ー
ス

【
資
格
】

　
18
歳
以
上
33
歳
未
満

【
第
１
回
受
付
】

　

３
月
１
日（
日
）～
５
月
７
日（
木
）

【
第
１
回
試
験
日
】

　
５
月
16
日（
土
）～
24
日（
日
）

※
受
付
後
、
い
ず
れ
か
１
日
を
指
定

■
予
備
自
衛
官
補

　
予
備
自
衛
官
の
公
募
制
コ
ー
ス
。
採

用
後
、
規
定
の
教
育
訓
練
を
受
け
予
備

自
衛
官
に
任
官

【
資
格
】

　
18
歳
以
上
52
歳
未
満

　
（
技
能
公
募
は
保
有
技
能
に
応
じ
、

53
～
55
歳
未
満
）

【
第
１
回
受
付
】

　

１
月
22
日（
水
）～
３
月
30
日（
月
）

【
第
１
回
試
験
日
】

　

４
月
５
日（
日
）～
19
日（
日
）

※
い
ず
れ
か
１
日
を
指
定

【
問
い
合
わ
せ
】

　
自
衛
隊
奈
良
地
方
協
力
本
部

　
橿
原
地
域
事
務
所

　
☎
２
９
‒
９
０
６
０　

▲事務所
　HP　

募　集
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会計年度任用職員（パートタイム）の募集
■会計年度任用職員とは
　一会計年度内を任期として任用される非常勤
の地方公務員です。採用されると一般の地方公
務員となり、服務規程（職務専念業務や守秘義
務等）が適用されます。
■図書整理員

【業務内容】
　図書室整理および窓口業務

【勤務場所】
　明日香村図書室
　（健康福祉センター　１階）

【募集人数】
　１名

【応募資格】
・�地方公務員法第１６条の欠格事項に該当しな
い方
・�図書館司書資格を有する方

【雇用期間】
　４月１日～令和９年３月３１日

【勤務時間】
・土・日・祝　９時～１７時
・平日　１０時３０分～１９時

【勤務日数】
　月１０日程度
※�主に土・日・祝の勤務ができる方

【給料・手当等】
　村条例による

【募集期間】
　３月１２日（木）まで
※９時～１７時（土・日・祝は除く）

【応募方法】
　履歴書（提出前３ヶ月以内に撮影した写真貼
付）を教育推進課へ持参

【選考方法】
・面接選考
　（面接日は３月１６日（月）～１９日（木）の予
定。後日連絡）
※�提出書類の記載内容や口述内容等に虚偽や不
正がある場合や、採用後に不正等が発覚した
場合には採用を取り消します。

【問い合わせ】
　教育推進課
　☎５４‒３６３７

ノルディック・ウォーク教室
世界遺産構成資産候補を巡ろう！《Part Ⅳ》

３月１２日（木）　９時～１１時３０分頃　キトラ古墳・高松塚古墳方面
【集合・解散】明日香村近隣公園駐車場
【参加費】会員：無料　非会員：村内３００円　村外５００円（保険料含む）
【申し込み】当日参加もOKです。　　　※レンタルポール（１００円）あります。
※当日午前７時の天気予報で、奈良県北部午前中の降水確率が５０％以上の時は中止します。

【申し込み・問い合わせ】ＮＰＯ法人楽スポあすか　☎５４－２８１０（平日９時～１７時）

２０２６年度　会員・教室参加者募集！
３月１４日（土）９時から、中央公民館で受付を開始します。

詳しくは、折り込みの「入会のご案内」をご覧ください。

「楽
たの

スポ あすか」からのお知らせです！

募　集
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男
2,401人（－5）

女
2,588人（－6）

令和７年度　納期限

国民健康保険税	第８期
後期高齢者保険料	第８期

介 護 保 険 料	第８期

令和８年３月２日（月）

　議会懇談は毎月第３火曜日
に行っていますので、お気軽
にご来庁ください。

問い合わせ 役場議会事務局
電話　54ｰ2107令和8年2月1日現在　（　）は前月比

合　計
4,989人（－11）

世帯数
2,197世帯（－4）

４月号：３月２７日（金）～２８日（土）各大字へ到着予定　※世帯への到着には数日を要します

内容 日（曜日）・時間 場所 相談内容 相談員 問い合わせ

人権相談 第２木曜日
１３時～１５時 中央公民館

いじめ、体罰、差別や嫌がら
せなどによる人権侵害につい
ての相談

人権擁護
委員

くらし窓口課
☎５４―２２８２

行政相談 第３木曜日
１３時～１５時 中央公民館

年金、登記、窓口サービスな
ど国や県、村の行政に対する
意見や提案などを随時お受け
します。

行政相談
委員

総務財政課
☎５４―２００１

消費生活
相談

毎週火曜日
（祝日を除く）
１３時～１６時

明日香村役場
１階相談室中

納得できない商品、不本意な
契約、訪問販売や電話勧誘な
ど消費生活に関する相談を専
門の相談員がお受けします。

消費生活
相談員

くらし窓口課
☎５４―２２８２
電話相談時は
「消費生活相談希望」
とお伝えください。

心配ごと
相談

第３水曜日
１３時～１５時

健康
こども福祉課
窓口

職業、健康、教育、結婚など
人にはいえない心配ごとや悩
み事の相談
※前日までに要予約

保健師　等 健康こども福祉課
☎５４―５５５０

ひきこもり
相談

（出張相談会）

①３月11日（水）
②　　13日（金）
③　　27日（金）
１０時～１６時

①�③かしはらナ
ビプラザ
②�奈良県橿原総
合庁舎

ひきこもりでお悩みの方やご
家族からの相談（最長５０分）
※要予約

臨床心理士
等

奈良県
ひきこもり相談窓口
☎０７４２―
　２７―８１３０

教育相談
毎週火曜日
（祝日を除く）
１０時～
１７時１５分

明日香村役場
１階ミーティング
ルーム１

子育てや家族のことについて、
またお子さんのことについて
子どもを育てていく上での悩
みや不安などを相談
※相談日前日までに要予約

臨床心理士 教育推進課
☎５４―３６３７

法律相談

第２・３・５
水曜日

１３時～１６時

橿原市観光交流
センター４階
（大和八木駅前）

金銭関係（交通事故等）、不動
産関係（登記等）、家庭関係（遺
産相続等）などの相談
※２週間前に事前予約必要

弁護士

中南和
法律相談センター
（奈良弁護士会）
☎０７４２―
　２２―２０３５

第１・３・５
火曜日

１３時～１６時
桜井市役所
１階

ひとり親
家庭等相談

（出張相談会）
第３火曜日
１０時～１６時

かしはら
ナビプラザ４階
市民相談広場受付

ひとり親・ひとり親になる方
の就労・自立への相談
（１人６０分程度）
※要予約

ひとり親
コンシェルジュ

奈良県
スマイルセンター
☎０７４２―
　２４―７６２４

養育費等
相談

①３月12日（木）
②　　21日（土）
③　　24日（火）
④　　27日（金）
１３時～１６時

奈良県
スマイル
センター

養育費や財産分与、親権など
の問題についての相談
※要予約

元家庭裁判所
調査官や
弁護士等

奈良県
スマイルセンター
☎０７４２―
　２４―７６２４

「飛鳥・藤原」を世界遺産に！
広
報　
あ
す
か　

 

第
６
９
６
号

明日香村では、関係団体等のご協力により各種相談窓口を設置しています。
お気軽にご相談ください。３月の相談日

村民の声を村政に!!村民の声を村政に!!村 の 人 口
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